
 

 

県政経営会議資料 
 

最近の交通事故発生状況について 

令和８年４月14日 

警 察 本 部 交 通 部 

交 通 企 画 課  

１ 交通事故発生状況  

                            

                 

                        

 

 

２ 月別の死者数・重傷者数 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町別の交通事故発生状況            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 その他 

 (1) 令和８年春の全国交通安全運動実施中（４月６日～４月１５日）    

 (2) 自転車に対する交通反則通告制度（青切符）適用開始（令和８年４月１日）                     

       これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。   

   発生件数 死者数 重傷者数 

R8.３月末 ６２６ ８ ７９ 

増減数 ＋５ －１ ＋２３ 

増減率 ＋０．８％ －11.1％ ＋41％ 

 

【特徴】 

◎ 歩行者 × 車両   ８０件 

◎ 自転車が絡む事故 １１２件 

◎ 死者８人のうち高齢者 ５人 

※R8 年の数値はいずれも概数 

前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

大津市 132 +15 2 +1 19 +7 日野町 10 -1 -1 2 +1

彦根市 44 -3 -2 6 +2 竜王町 8 +2 0 2 +2

長浜市 40 +7 1 +1 1 -1 愛荘町 4 -8 -1 1 0

近江八幡市 48 +6 -2 4 0 豊郷町 5 0 -1 -1

草津市 72 -15 0 5 -3 甲良町 3 0 0 1 +1

守山市 41 +1 1 +1 8 +4 多賀町 2 -3 0 1 +1

栗東市 37 -4 0 2 -1 高速道路 20 +5 0 2 -1

甲賀市 41 +16 0 7 +4

野洲市 23 -1 0 5 +5

湖南市 25 -2 1 +1 6 +5

高島市 16 -1 0 1 -1

東近江市 35 -15 3 +2 4 -2

米原市 20 +6 0 2 +1

  R8.３月末
発生件数 死者数 重傷者数

  R8.３月末
発生件数 死者数 重傷者数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R７年 3 1 5 5 7 4 3 6 6 5 6 3

R８年 5 2 1
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※ 詳しい発生状況は、県警アプリ 

「ぽけっとポリスしが」のマップ 

機能で確認できます 
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死者 3 5 1 2 5 1 5 7 4 3 6 6 5 6 3

重傷者 12 21 21 21 23 37 20 21 24 27 16 22 25 36 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
死者・重傷者数

■Ｒ７重傷者 ■Ｒ７死者 ■Ｒ８重傷者 ■Ｒ８死者 ※４月以降はＲ７年のみ



警察庁・都道府県警察
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html

警察庁 自転車 交通安全

ルールを守って責任ある運転を！ルールを守って責任ある運転を！

自転車に青切符が適用されます自転車に青切符が適用されます令和８年４月１日から令和８年４月１日から

反則金反則金

6,000円6,000円

信号無視信号無視携帯電話使用等（保持）携帯電話使用等（保持）
反則金反則金

12,000円12,000円

これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。

～青切符（交通反則通告制度）導入後の指導取締りについて～～青切符（交通反則通告制度）導入後の指導取締りについて～
が対象

16歳以上16歳以上



自転車の指導取締りの基本的な考え方
自転車の交通違反を認知した場合、基本的には、現場での「指導
警告」を行います。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や
他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な
違反」であったときは、取締りを行います。
指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入後も変わりません。

自転車運転者
講習とは

自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある一定の
違反行為（危険行為）を反復して行った者に対して、公安委員会が、交通の危険を防
止するための講習の受講を命じる制度をいいます。
受講の命令に従わなかった者は、５万円以下の罰金に処せられます。
危険行為  信号無視、指定場所一時不停止等、携帯電話使用等、通行区分違反 等

反則行為

青切符 赤切符等

反則金を納付 反則金を不納付

終結

刑事手続へ

出頭・取調べ、
裁判、罰金の納付等

交通反則通告制度 刑事手続

重大な違反※２や
交通事故を起こしたとき
※２ 重大な違反(非反則行為)：酒酔い運
転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電
話使用等(交通の危険)、ひき逃げ等

とは交通反則通告制度
「反則行為※１」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符（反則行為となる
べき事実の要旨等が記載された書面）が交付され、定額の反則金の納付が通告されま
す。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない
（いわゆる「前科」もつかない）制度をいいます。
※１ 反則行為：道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を

行ったと判断できるものとして定められたもの

青切符

反則行為と反則金の一例

3,000円

5,000円

6,000円

7,000円

●並進禁止違反
●軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)

●自転車制動装置不良●無灯火
●指定場所一時不停止等

●安全運転義務違反

●横断歩行者等妨害等
●通行区分違反(逆走, 歩道通行等)
●信号無視

●遮断踏切立入り

12,000円
●携帯電話使用等(保持)


